
滋賀県健康医療福祉部医療福祉推進課

令和７年集団指導

介護職員等処遇改善加算関係
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①

・令和８年４月、5月に
処遇改善加算を算定する
全事業所

令和8年4月15日

③

①の事業所のうち、令和8年4月から新
規に処遇改善加算の算定を開始する事
業所および同月より処遇改善加算の区
分変更を行う事業所

令和8年4月15日

②

・令和８年6月、７月か
ら新たに処遇改善加算を
算定する事業所
・令和８年６月、７月か
ら加算区分を変更する事
業所→変更届

令和8年6月15日
※同一法人が①の事業所を運
営している場合には、①の事
業所と②の事業所を合わせ
て、令和8年4月15日までに提
出することも可

④

①および②の事業所(令和８年４月、
５月、６月に処遇改善加算を算定する
事業所)のうち、令和８年６月から新
規に処遇改善加算を算定または区分変
更する事業所
【処遇改善加算ⅠまたはⅡ→Ⅰイ、Ⅰ
ロ、Ⅱイ、Ⅱロとなる場合を含む】

令和8年6月15日

－

令和８年８月以降に処遇
改善加算を新たに算定す
る事業所

処遇改善加算を算定する月の
前々月の末日

－

令和８年７月以降に処遇改善加算を新
たに算定する事業所

処遇改善加算適用開始の
前月１５日

※介護老人福祉施設、介護老人
保健施設、介護医療院について
は、加算適用開始月の１日

※新規に処遇改善加算の取得、区分変更がない事業所については、届出不要

処遇改善加算にかかる手続きについて(事業計画書と体制等状況一覧表の提出期限)

処遇改善加算
事業計画書の提出期限

処遇改善加算
体制等状況一覧表の提出期限
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介護職員等処遇改善加算計画書の提出先等

２ 提出先

サービス名（介護予防サービス含む） 提出先

訪問介護、訪問看護、訪問入浴介護、通所介護、通所リ
ハビリテーション、訪問リハビリテーション、短期入所
生活介護（介護老人福祉施設併設型を除く）、特定施設
入居者生活介護、介護老人保健施設（短期入所療養介護
を含む）

事業所、施設の所在地を管轄する健康福祉事務所
（南部管内は医療福祉推進課）

介護老人福祉施設（併設短期入所生活介護を含む）、
介護医療院（併設短期入所療養介護を含む）

医療福祉推進課

１ 提出様式
別紙様式２－１（処遇改善加算 総括表）、２－２ （個表(４、５月)）、 ２－３ （個表(６月以降)）

※各市町指定サービス事業所・施設については、指定等を受けている市町へ提出が必要です。
市町への提出方法等については各市町にご確 認をお願いします。

３ 提出期限

介護職員等処遇改善加算算定(区分変更)月 提出期限

令和８年４月・５月(R8.4月、5月に加算算定する全事業

所)

令和８年４月１５日

令和８年６月、７月(訪問看護、訪問リハの新規算定、区

分変更事業所)

令和８年８月以降

令和８年６月１５日

処遇改善加算を算定する月の前々月の末日

４ 提出方法

郵送（提出期限の当日消印有効）
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体制等状況一覧表等の届出先等

２ 提出先および提出方法
提出先および提出方法については、原則、電子申請届出システムによること
となります。

１ 届出が必要な場合
新規に加算を適用する場合や加算の区分変更をする場合。

※各市町指定サービス事業所・施設については、指定等を受けている市町へ提出が必要です。
市町への提出方法等については各市町にご確認をお願いします。

３ 提出期限

処遇改善加算にかかる手続きについて
(事業計画書と体制状況一覧表の提出期限)
を参照ください。

※加算ⅠまたはⅡ→加算Ⅰイ、Ⅰロまたは加算Ⅱイ、Ⅱロ
となる場合も区分変更として届出が必要となります。
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関係書類の提出方法について

事業計画書(処遇改善加算) → 郵送

体制等状況一覧表 → 電子申請届出システム

事業計画書(介護保険事業費補助金) → しがネット受付サービス
【滋賀県介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援補助金】(R8.4.30締め切り)
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